
　シグナルエイドは、障がい者自立支援法の自立生活支援用具給付対象品の『歩行時間
延長信号機用小型送信機』という項目で指定された商品です。

　シグナルエイドとは、自分の意志で操作することに
より音響・音声案内を受けられる小型送受信機です。
常に動作する音響・音声案内と違い、必要なときに必
要な音響・音声案内を受けられます。また、事前情報
提供エリアを受信する機能を備えていて、エリアを受
信したとき、「ヴッ ヴッ ヴッ」と本機が振動しお知
らせします。音響・音声案内が必要なとき本体の前面
にあるボタンスイッチを押すだけで、誰でも簡単に音
声案内を受けられます。

シグナルエイドとは

シグナルエイドの仕様

シグナルエイドが利用できる主なシステム（自立生活支援用具給付対象品）

音声標識ガイドシステム
シグナルエイド

送 信 周 波 数：３１２．４５０ＭＨｚ
受 信 周 波 数：２３１．８４５ＭＨｚ
送信電波形式：ＦＭ変調（ＤＴＭＦ信号）
受信電波形式：ＦＭ変調（１ＫＨｚ　ＳＩＮ信号）
送  信  出  力：特定小電力無線規格（技適番号：００３－２３０１５０）
送 受 信 距 離：見通し　１０～１５ｍ
使  用  電  池：リチウムリン酸鉄電池内蔵（５２０ｍＡｈ）
　　　　　　　※満充電で１日３時間程度の使用で約３日間連続動作
充　　　　電：ＵＳＢ充電対応（Ｔｙｐｅ－Ｃコネクタ）
本　　　　体：ＡＢＳ樹脂
寸　　　　法：４６（Ｗ）×１０９（Ｈ）×１６（Ｄ）※突起部含まず
重　　　　量：約５０ｇ
本  体  構  造：防雨構造（ＩＰＸ３）

音声標識ガイドシステム

※事前情報提供エリア機能は利用できません。

白杖にぶら下げたり

鞄にぶら下げたり

歩行時間延長信号機



製品に関するお問い合わせは、ホームページ内のメールフォームより受付しております。

本リーフレットに記載の仕様・外観は製品改良のため予告なく変更することがあります。ET ‘23-05

シグナルエイドの活用方法

　利用者が携帯するシグナルエイドを自分の意志で操作することにより音声案内を受けられる
システムです。常に反応する音声案内と違い、必要なときに必要な音声案内を受けられます。

交通弱者のための感応信号機システム
音声触知図案内板

音声標識ガイドシステム(一体型)
音声標識ガイドシステム(設備型)

お年寄りや身体の不自由な方々（交通弱者）
が信号機のある横断歩道を安全に通行できる
ように、警察庁の指導により開発されたもの
です。このシステムのある信号機では、利用
社が携帯する小型送信機から送られる電波を
信号機の制御装置が受信して歩行者用の青信
号の時間を延長したり、盲人用信号機の操作
ボタンを押すことなく遠隔操作で、メロディ
や音響を流します。

視覚障がい者でも点字が読めない・触
知が不得手だという人・お年寄りなど、
みなさんにご利用いただける音声案内
付きの案内板です。触知図の板面に組
み込まれた、ボタンスイッチを押すこ
とで、館内施設の内容や施設の利用方
法等について、音声案内が放送される
仕組みです。

視覚障がい者や体の不自由な方に、公共施設
の入口や受付・トイレなどの位置案内を放送
する装置です。送受信アンテナ・スピーカ・
制御装置が一体となった装置です。

視覚障がい者や体の不自由な方に、公共施設
の入口や受付・トイレなどの位置案内を放送
する装置です。送受信アンテナ・スピーカ・
制御装置が別々に設置できる装置です。

小型送受信機
シグナルエイド


